
山梨県立大学授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する規程 

(令和２年９月２８日制定  大学２１０５号) 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、山梨県立大学学則(以下、「学則」という。)第２１条第３号、山梨県

立大学大学院学則(以下、「大学院学則」という。)第１９条第３号に規定する除籍の取扱

いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。 

(１)  期とは学則第５条第２項、大学院学則第５条第２項に規定する学期であって、授業料

納付義務のある学期をいう。 

(２) 授業料未納者とは授業料を納期限までに納めない学生をいう。  

 

(除籍の要件) 

第３条 授業料を２期通算して滞納し、督促してもなお当該２期分を納付しない者は、２期

目の末日をもって除籍する。 

２  前項の規定に関わらず、授業料を１期分滞納している者から退学願が提出され且つ当該

１期分の納付がない場合は、当該期の末日をもって除籍する。 

 

(未納者への督促) 

第４条 除籍の手続は、次に掲げるとおりとする。 

(１)  会計責任者は、授業料未納者に督促状を送付する。 

(２) 会計責任者は、２期通算しての授業料未納者及び当該授業料未納者の支援者に対し文

書をもって授業料未納者が除籍になる旨を説明するとともに、当該授業料未納者に督促状

を送付する。 

 

(除籍の手続き) 

第５条 除籍の手続きは、次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条に掲げる督促後、授業料が納付されない場合は、学長が除籍を決定する 

(２) 除籍を決定した場合は、学長名で、除籍通知書を当該学生に対して送付する。 

 

(除籍後の未納授業料の取り扱い) 

第６条 除籍後の未納授業料についての納付義務は、引き続き負うものとする。 

 

 



(その他) 

第７条 この規程に定めるもののほか、除籍に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日等) 

1 この規程は、公布の日から施行し、令和３年４月１日以後の授業料から適用する。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

(適用) 

２ 改正後の規程は、令和４年度入学生から適用し、この規程の施行の日前から在学する者

に係る除籍の手続については、なお従前の例による。 

 

 

 


